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産業革命期イギリスにお け る

スピーナムランド制度の展開 (2)

庚重 準 四 郎

III スピーナムランド制度の展開

1 対仏戦争期

λ ピーナムヲンド制度の成立を条件づ日た「生存と支配の危機」は，対仏戦

争中には決して解消されることはなかった。支配層にとっての，フラン只草命

に触発された苧命への恐布についてはいうまでもないが，穀物の高価格の継続

により労働者・貧民も深刻な窮乏にあえぎ続けたからである。では， このJう

な時期に登場した月ピーナムランド制度は，現実にはどの程度まで， どれほど

の広がりをもって展開されたのであろうか。この点が明らかにされれば，それ

自体が逆にスピーナムランド制度の性格規定にも関わってくることになる。

第 2表は， 1824年の『労働者の賃金に関する特別委員会報告』によって，賃

金補助手当の支給が広く行われているとされたカウ Yティ(-<ーク・プローグ

のいわゆる「スピーナムランド・カウンティ」υ〉のうちから代表的なものを選

。Cf.BI.aug， M.，“The Myth of the Old Poor Law and the Making of the New，" Journal 
of Economic History， Vol. XXlII， 1963， PP.158-160ーフローグによるスピ ナムヲシド制度の

定義は，この第一o論士中では不明瞭である〈たとえば，一連の文脈中で，ヌピーナムランド制
度が「スピーナムランド決議」の内容とも，あるいはたんに「賃金の補助として手当を与えるこ
と」とも金〈区別きれないままになっている。 cf.ibid.， pp. 151-15幻が， 第二り論文で「最
低の生活水準と考えられるところまで実質所得を補助するために労働能力者白賃金を増加させる
スピーナムヲシド方式J (do.， "The Poor Law Report Reexamined，" Journal of Ec加om~c

History， Vo1. XXIV， 1964， p. 232.) とされていることから判断すれば，われわれの定義に近い
とは思われる。しかし， 1824年の当該委員会の報告中では，そもそもスビーフムランド制度とい
う用語は使用されておらず!そこで問題にされているのは，広〈賃金補助手当一般と解すべきで
あろ号。 cf.N euman， M.，白 Speenhamlandin Berkshire，" io Martin， E. W. (ed.)， Compar. 

ative Development i1l Social Welfare， London， 1972， pp. 90-91.その意味で， Iスピーナムノ
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第 2表

カウンティ名
a) ノ救にU金支1|人出1当〈8たs12りd年〕 b)恒者数久的!)AI挽口外比救済(%) 

1802年 1802年 1815年

Sussex 22 6 33 l 6.0 7.3 

Wiltshire 13 11 24 5 6.8 7.7 

Berkshire 15 1 27 1 4.8 7.2 

Buckinghamshire 16 1 22 9 6.0 5.9 

Dorsetshir巴 11 4 17 5 5.1 6.4 

Huntingdonshire 12 2 16 9 4.2 4.5 

SuffoJk 11 5 19 4 3.8 5.0 

Bedfordshire 11 9 17 6 4.0 4.2 

England叫 Wa叫 s 2.6 4.12) 

注) 1802年目計算には1801年の人口を， 1812年と1815年の計算には1811年の人口を

使った。

1) 15歳末満の児童は除〈。
2) England OJみについての数値。

11:所) Marshall. J. D.， The Old Poor Law 1795-1834. second ed山 on，London， 

1986， p. 36， Table 2をもとに， Blaug，“The Myth of the 01d Poor L剖.:
pp. 178-179， Appendix A j大前期即『英国皆働政策史序説』有斐閣. 1961仇
62-65ベージ，第二表より作成。

んで作成したものであるo まず， a)欄から見てとれるのは，カウンティによっ

ては全国平均に数倍するほどの高い救貧支出額である。このことは，これらの

カウンティが位置するイ γ グランド中部・南部への貧困の集中を物語っている

が，さらに， 1802年から1812年にかけての推移を見れば，その地方の貧困が長

期的かっ構造的なもりであったことが窺える。

b)欄は，主として，いわゆる「労働能力ある貧民 able-bodied poorJ のう

ちで実際に救済をうけた者についての数字であるがへわれわれにとっての問

¥、手ιPヵウンティ」というブローグの規定自体スピーナムランド制度と賃金補助手当一般とり

混同に導くものといわねばならない。

の ただし.b)欄の数字位老人や直弱者などのいわゆる「無能力貧民 impotentpaorJをもある程

度合んでいると考えられる。しかし，被らは主にワークハウス workhouseや救貧院 poorhouse 

において救済された(，院内救済Dのに対して，この時期には「昔働能力ある昔民」が「院内救
済」の対象となることはほとんどなかったといってよい。 cf.Oxley， G. WにPoorRelief in 

England and Wales. 1601-1834， London， 1972， pp. 91-94 
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題はその先にある。すなわちJ そのうちにスピーナムランド制度による被救済

者がどれほど含まれていたか，これであるヘ この問題に答えるためにパーク

シアに目を向けることに Lょう o バークジアは第2表 b)についても1802年か

ら1815年にかけて最高の増加率を示しており，また，もちろん只ピーナムラン

下制度発梓の地でもあることを考えあわせれば，ノミ←クシアの事態が，イギリ

λ 全体士おおっていた情況の，ある先端的事例を示すといっても必ずしも誤り

亡はなかろう。

第 3表は，バ グシ7の16の教区についてマーク・ニューマソが行った1795

年から 1834年までの貧民監督官の会計簿調査の結果に依拠Lて作成Lt，-もので

ある。教区数・人口ともにパークシア全体の約 1割でLかないが，ここにあげ

た教区のほとんどが農村教区であること，また，この16教区が所属するハンド

レッド数を合計すれば11となり，パーグシ7の総ハンドレッド数20の過半数に

達する ζ とから，バークシ7のとりわ吋農村教区についてのある推定は可能で

あろうへ

この表について，一定の最低生活水準の尺度にもとづいて賃金補助手当を支

給した教区は全期闘を通じて見れば11であるが，対仏戦争期に限定すれば

Cholsey， Pangbourne， Shinfieldは除外されるので，採用年度不明の Chieve-

ley， Peasemore も含めると Lてスピーナムランド制度を採用したのは B教区，

全体のちょうど半数にのぼる。しかし，われわれにとって止目すべきはその

「採用」の内実である。備考欄が示すように，スピーナムランド制度によって

故済されたのは各教区の人口比にしてせL、ぜい 1%，むしろ多〈はそれよりは

るかに下である。これは，前掲の第 2表 b)におけるパークシアに関する 1802

年時点での数値と比べてみて 4驚くほど低いものであるといわざるをえない。

3) 大前朔郎氏は，第2表の作成にあたって依拠したような貴重な統計的資料を提示されているが，
残~なことに院外教育と賃金補同制度あるいはスピーナムヲント制度とを等置され Cいるために
この点に踏み込んでおられない。大前期郎「英国苦闘政革史序説』有斐閣， 1961年， 66←67ベー
ジ参照。

4) Neuman， ot. cit.. pp. 101-102. 
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第 3 表

教 区 名|偲lpill開塁手当l鷺補助手当の i 備 考

Thatcham 2968 活!||ノススレピーナムランド・ I受10給月者では1名795年ケ-，レ2.) 1 1O.Fl-C6 

Drayton 484 " I 1812年
プレッド・スケー

" 
Cholsey 814 " 1817年 定額スケール

Chieveley 1422 " 
11¥0プレ vド・スケ}
ノレ

Peasemore 266 " 1/ 

Uf五ngton 813 " 1795年 "
lプレッ:… 

Warfield 820 " 1795年頃

Brimpton 330 " 
1/ " l受給者は各教区

Sulhampstead 
392 " 18日9年 1/ 数名ずつBannister 

Pangbourne 593 " 182C年 1/ 

Shin五eld 617 " 183口年 1/ 

Asto耳 Tirrold 294 無

White Waltham 552 " 
Brad五eld 678 1/ 

East Hendred 683 " 
Sunninghil1 700 " 
注〕 人口は1801年のもの。。1782年以来，フレッド スケ ルにもとづいて賃金補助手当を支給している。

2) rスピーナムラン下決議」によッて定められた尺度。

ののよりも低い水準の尺度。

出所 Neuman，"Speenhaml田 din Berkshire，" pp.l02-106; do.. The SPeenhamland County， 

pp. 160-164の銀述より作成。

第 3表が示すかぎりではJ バークシアにおいてすb九ピーナムランド制度は

広汎に採用されたとはいいがたい5)。採用された場合もあるがその範囲は極め

ぬ ところが，ニューマンは!ここで見たような調査結柴を提示する一方で， 1801年から対仏戦争

終結までの期間に限ってではあれ. i食料品¢価格についてのある考麗に従って救黄税から賃金

を補助する方競〔すなわちスビーナムランド制度7は，パークシアの教区では広汎に採用された

と臣、われるJ(do.， The Steenkamland County: Poverty alld the Poor La町 間 Berkshireノ
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て限定されたものであった， というのがむしろ実状であろう。貧民監督官や教

区会は「治安判事の指示からほとんど独立して」放貧行政にあたった6り とい

うニューマンの評言も iスピーナムランド決議」直後にもある程度，そして

時がたつにつれてますます妥当性をおびていったと忠われる。

λ ピーナムランド制度発祥の地であり，労働者・貧民の窮乏の激化によって

救済の拡大が要求されていたパ ク v アにしてこうであれば，他のカウ y ティ

の情況もこれと大きく異なるものではなかったとし寸議論ほ十分成b立つので

はなかろう古.，7)0 スぜーナムランド制度は， 確かに. i成立の当初から全国の

治安手陣走も己J:~そ採用きれたJ" かもしれないが， i当時の貧民救済の全

体を支配した!引あるいは， ハモンド夫妻の言に倣って， i煉原の火のように

広がっていった」川とすることには大いに無理があるといわねばならない。す

でに検討したように，この時期には，治安判事と貧民監督官・教区会との関係

に決定的な変化が生じつつあり"九その点からいえば，治安判事が主唱する見

ピーナムラ γ 「制度が教区レベノレで採用される可能性はかなりの程度せばまっ

ていたであろう。しかし1 事実は「オーノレ」でもなければ「ナッ'/;/p'Jでも

なかった。その制度はともかくも一定の教区では現実に採用されてはいたので

ある。

、1782ー-1834，New York and London， 1982， p. 170.) と述べている。第3表を検討Lたわれわ
れにとって，この主張は企〈納得しがたいものである。

6) Ibid.， p. 166 
7) D. A ポーも，イングヲンド南東部町三つのカウンティについ亡， iλ ビーナムランド制度は
戦中あるいは戦後のいかなる時期においても大きな問題ではなかったJ(B，ugh， D. A.，“ Th， 
Cost of POOI Relief凹 South-EastEngland， 1790-1834，" Economic History Review， Sec-
ond Series， Vol. XXVIII， 1975， p. 67.)とL寸結論に達している。彼によるスピーナムランド制
度の定義は，われわれのそれよりもかなり広いと思われる点に留意されたい。 cf.ibid.， p. 63， 
note ::1 なおb 位によれば，当該の3カウンティで一般に行われたのは，戦中には教区の補助に
よる賞民へ白小麦粉の安売りであり，戦桂には家族手当の支給であった。 cf.倍以.pp. -59， 63-
65. 

8) 9) 小山路男『イギリス救宜法史論』日本評論新社， 1962年I 187ヘ ジ(傍点引用者〉。
?圃.~""，.~~ 

10) 高島道枝「産業革命期イギりスにおける手当制度四成立につい℃の一考察J ，経済学論纂」第
5巻第2号， 1964年3月， 77ベーシ。

11) その具体的な内容については，拙稿「スピーナムランド制度成立の基礎構造H西洋史学~ 139 

号， 1985年， 29ベージ，図Iを参照されたい。
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では，そのような一定程度の展開を可能にした条件は何だったのか。スピー

ナムランド制度は明らかに救貧費用増大に直結する救貧政策であり，それが採

用されるためには納税者の側に救貧税負担の増大に耐えうるだけのものがなけ

ればならな， '0 農村教区における主な納税者である借地農にとってそれは利潤

である。この時期に彼らの利潤を著Lく増大させたものこそ3 ほかならぬかの

農業好況であった山。 λ ピーナムランド制度がまがりなりにも一定程度の展開

をはたしえたのは，農業好況というそれを可能にする条件が存在したからであ

る。ところがその他方で，この同じ農業好況が固い込みと農業改良の急進展を

もたらし，農業構造は大規模な変化を起こしつつあった。その過程において農

村の住民態様は決定的に変化し，地主の「社会的支配権」は根底から崩れさろ

うとしていた。教区の救貧行政に対する治安判事の統制l力もまさにその内実を

失おうとしていたのである。

このように見てくれば，スピーナムランド制度は実にρ ラドキシカノレな時点

で成立したことになる。只ピーナムランド制度が成立するのは，それと同時に

その展開を否定する条件が進行を開始し，逆に同じその条件がその制度の展開

を一時的に可能にした，まさにそういう時点だったのである。

2 農業不況とスピーナムランド制度の終駕

上に見たように，スピーナムランド制度は農業好況という情況の下にあって

はじめて展開されえたのであれば，好況が終ると同時にそれは自らの展開を可

能にした条件を失うことになる。すでに1814年目時点乙イギリ λの農業は不

況に突入していた山。それは， 11813午とヴィクトリア女王の即位〈の年コの

12) 1790年から18日年までに地主の地代収入はほぼ倍増したが，借地農の利潤はそれを上回って増
大しているo cf. Chambers， 1. U_ and Mingay， G. E.， The Agricultural Revolution， 1750 
1880， London， 1966， p. 167， Fig. 4; Lord Ernle， English Farming Past and Present， sixth 
editon， London， 1961仏!stpublished 1912)， p. 208 

13) 1814年の小麦冊格は前年o.分の 3以下に暴落した。その直接の原因は前年白豊作であったと
はいえ，それ以降の深刻なオ司兄の背景には好況下での無計画な経営拡大と継続的な遇制生産があ
っ犬こ。 cf.ibid.， p. 319 
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間に，イギリス農業の最暗黒の時代のひとつJWをもたらしたとされる長期的

不況であった問。

この農業不況は借地農の多くに破滅的な打撃を与えた。不況の初期の段階で，

借地農による経営放棄が統出する。そして， I多くの大借地農がすべてを失い，

貧民手当の申請者となる」山までに生ったのである。他方，労働者にとっても，

この不況の影響はより 層深刻であったo -j-なわら借地農による経営放棄は

雇用の減少に直結した。きらに，終戦によって多数の成年男子が兵役から労働

市場に復帰したことが労働力過剰に拍車をかけた17>。こうして賃金水準は大幅

に下落し山，いくつかのカウ γ ティでは，労働者は「教区の援助がなければ妻

子を養うととは全く不可能」山な状態に立で追いこまれたのである。

農業労働者が「教区の援助」を不可欠とする窮乏にあえいでいた時， λ ピー

ナムランド制度はすでにその展開を可能にする条件を失っていた。主な納税者

14) Ibid.， p. 319. 

15) 1814-3E年の小麦lクオータ当たりの平均価格は， 対仏戦争期(ただし18日年まで〕のそれと
比べれば 4分自 L以上も下落レている。 cf.ibiム pp.488-489， Appendix 111， A 

16) Ibid.， pp. 322-323 

17) 防隊者は 1815年には約 15万人， 1816年には約 40万人であった。 cf.Rostow， W. W. and 

Sr.hwartz， A L The Cro包thand Fluctuation o[ the British Econolηy 1790-1850: An His 
torycal， Statistical and Theoretical Study of B門tan'sEconomic Development， Oxford， 1953， 

Vol. 1， p. 136 また，脱F淑舎の広汎な導入が労億者にとって情況を一周悪化させたことについて

も触れておきたい。 1817年における貴族院の救貧法に凶する委員会での証言によればl 脱穀機が

導入されるまでは， 10人の労働者を雇用する農場におい ζはそのうち 3人が1年の10，;ミ月間を干

脱穀に従事していたという。 cf.Report 110m the Lords' Committee on the Poor La即， 1818， 

V， p. 186， quoted in Neuman， op. cit.， p. 33 これiJ'一般的な情i見であったとすれば， 脱穀機

の導入は労働者にとって雇用の大幅な減少を意味したのである。 183C年のいわゆる「スウィング

ー投 SwingRiotsJにオ。いて脱穀機破境がー授の主要な目的のひとつとされたりも，まさにこの

土うな理由によるも 0 といえよう o cf. Hobsbawm. E. J. and Rude， G.， C岬 taiη Swing宅

London， 1969， pp. 303-304， Appenclix 1 and pp. 311-358， Appendix III なおj 脱穀機の導

入によって借地農の側でどれほど労賃勺ストが削減されたかを推算した試みとして， 毛利健三

「産業資本確立期におけるイギリス穀作農業の発展JJII島武宜松田智雄編「国民経済の諸煩型』

岩波書席， 1968年所血， 150-151ベージ参照m

18) ミッチzルとティーンズによれば， 農業労働者の賃金水準は1805年を100とした場合" 1822年

は77，1824年は72である。 cf.Mitchell.白.K. and Ueans， P.. Abstract o[ British Historical 
Statistics， Londα:l， 1962， pp. 348-349 

19) Report f10m the Select Committee 0η Labourers' Wages， 1824， VI， p. 403， quoted in Neu-

man， ot. cit.， p. 31. 
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である借地農の中からも受救貧民化する者が現れるような情況の下では，そも

そも救貧行政の維持白体が極め ζ困難であったといえる。とはいえ，救済を必

要とする貧民が現実に増ょしているのであれば，救貧法が存在するかぎり何ら

かの手がうたれねばならない。ここに，教区の救貧行政の転換を暗示するもの

がある。では，それはどのように転換したのか，そ Lて，そのことと関わって

スピーナムランド制度はいかなる運命をたどったのかn 以下ではこの問題を検

言サLIこし、n

ノミーグシアにおいて救貧行政転換の先がけとなったのは， 1819年法にもとづ

く特別教区会 selectvestry であった。この制度は，従来の全体教区会が陥り

がちであった濫費や管理・運営上の不手際などの問題の解決をめざしたもので

あったが叩，同時に，教医の貧民の状態を調査して救済の適正な対象者を選定

L，彼らに与えられるべき救済の種類と額を決定するという義務を負った。そ

して，その際に考怠に入れることを要求されたのが貧民の性格と行状だったの

である問。

しかし，特別教区会そのものは，結局は従来の教区会と同じ弱点、をもつこと

になったため，その制度が導入される場合はむしろ少なかったの Cあるが山，

特別教区会が救貧行政にあたって依拠した上述の「性格による差別」の原則，

すなわら貧民を救済する際に，その性格・行状にしたがって「救済に値する

貧民 deservingpoor J と「救済に値しない貧民 undeservin'g poorJとを差別I

するという原則は多くの設区の注目するところとなった。

この「性格による差別」は，スピーナムラソド制度とは真っ向から対立する

20) 19世紀初頭。パーク γアにおいても，小規模な教区。多くでは，その教区会は教会役員 貧民
監督官数l文牧師によって牛耳bれ， 彼らによる「寡頭政治」が行われたとL寸。 cf.ibid.， P 

180 

21) なお，この1s19年法仏、わゆる「特別教区会法J) は 正規の貧民監督官の葺揖を代行す"も
のとし亡有給。監督官補佐 asslstantoverseerを選出する権限を教区会に与えている.同誌の規
定D詳細ιつい ζは，さしあたり， d. Nicholls， G.， A History 0/ the English Poor Low， ncw 
edition， 1898 Cfirst published 1854)， Vol. U， pp. 181-183 

22) パ クシアにおいて特別教区金制度を導入した教民数は!最高0:>1825年でも32，全教区の15%

弱に止まる。 cf.Neuman， op. cit.， p. 181. 
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ものであった。ベドファドシアの治安判事が議会の調査に際していみじ〈も述

べているように，スビーナムランド制度は万来 r扶養または生計の維持のた

めに絶対的に必要なもの」を「道徳的性格を何ら顧慮することなし労働者と

その家族の最低限の生存のために」叩与えることを目的としていたからである。

したがって，ほとんどの教区で「位格による差別」が行われる ζ とになれば，

その時点でスピーナムランド制度の命脈は事実上っきるといってよい。

治安判事の多〈は. i件格による弟日UJは非人道的である色考えた印。彼ら

がそれに反対する意思をもっていたことは疑いない。では，治安判事のこのよ

うな意向は教区の救貧行政に反映されたであろうか。また，それを保証するも

のとしての，救貧行政に対する治安判事の統制力の実態はどうであったか。そ

の点を次の二つの表の分析を通じて検討しよう。これらの表はいずれも. 1832 

年に王立救貧法調査委員会が行った農村教区への文書質問のうちからここでの

課題にとって必要と思われるものを選び出 L.それに対するバークシアの教区

からの回答を大まかに整理したものである。

第4表についての質問内容は. i救済ほ治安判事の勧告または命令によって

与えられているか」であるが，それに対しでほぼ全面的な肯定を行った教区は

16であり， これに一部肯定のものを含めれば，肯定的な凶答を寄せた教区は不

明・無回答のものを除いた25教区の70%以上主占める。己目結果を見るかぎり

第 4表

首 定|一部肯定|否 定|不 明|無回答|

16 2 7 3 

出所) Retort from His Majesty's Commissioners for lnquiri噌 同tothe Admin 

tstrat削 and肝 acticalOperation of the p~叩 L四s， Appendix B， Answers 
to Rural Quer.ies， 1834 [以下， 1834 Report， App. B と暗記J，XXXIII， lOd 

29dより作成。

23) Retort fr.側 theSelect Committa凶 Labourers'Wages， 1824， VI， p. 35， quoted in Oun. 
kley， P.， The Crisis 01 the Old Poor Law同 England1795-1834: An Interpretive Essay， 
New York and London， 1982， p. 68. 

24) Cf. Neuman， ot. cit.， p. 192 
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では，治安判事の統制力はかなり強固なものとして機能しているという印象を

うける。

第5表に移ろう。ここでの質問は， I救済を願い出た者の性格には何らかの

注意が払われたか」であるが，これをはっきり否定する回答を示したのはわず

かに 2教区のみ，不明・無回答のものを除く 23教区の 1割にも満たない。?-な

わち， 23教区のうちの実に90%以上では何らかの「性格による差別11Jが行われ

ていたことになる目》。

肯ユド47定

出所) 1834 Report， App. B， XXXI， lOb-29bより作成。

これら二つの表が示す一見相矛盾した結果は何を意味するのであろうか。そ

れは次のような事態ではないかと思われる。すなわち，治安判事は救貧行政に

対していまだ 定の統制j力を保持してはいた。しかし，その統制力はすでに形

骸化したものになっていた。これは，先の九ピーナムラ γ ド集会の検討に際し

て見た「パターナリズムの理念の上での強イヒ」という事態20'の，この時期にお

けるひとつの表現であるといってよかろう。したがって，そのような形骸化し

た統制力をもって「性格による差別」に反対し，スピーナムフンド制度の採用

を勧告したとしても，教区側のうけ容れると ζ ろとはならなし、目。教区では

25) これは全国的な趨勢でもあったといわれる。 cf.Dunkley， op， cit.， pp. 67-ー6" そ0点を考描

に入れれま，時期はやや遡るとはいえ. 1822-23年における対前年度比設費支出減少率が全国平
均で絢9月であるDに対してJークシアの平均では倍の約18%であったことも， r性格による差
別」がパ グシアですでに広〈行われつつあったことのひとつの陣証となろう園 cf.Neuman. ot 
cit.， p. 183. 

26) 拙稿「産業卒命期イギリスにおけるスぜーナムランド制度の畏開(エ)J ，経済論叢』第143巷第 l

号， 1989年， 66ページ参照。
27) それをど示唆ヲる事実を紹介し亡sζ う。スピーナムランド集会の議長をつとめた先Dダγ ダス

は， 183C年1月，友人の治安判事と共に，雇用者と貧民監督官に対して独身の労働者に少なくと
も週4シリング(ただし，その額ほパンの価摘に応じて多少変動する〕を賃金か教民の子当の市

で支払うよう勧告した。彼らによれば，その提案は「スピーナムランド スケール」への痩帰で
あり，週4シリングという額は最低生活費であって，決して告外ではないとされたが』費民監督

官らは，その提曜に対して，労働者の畦格を無視したものであるとして激し〈反対したというロノ
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「性格による差別」がすでに強行されつつあった。このような情況の下では，

治安判事は「性格による差別」には反対であってもそれを黙認せざるをえず，

そ白うえで，教区によってうけ容れられうるような勧告を発するか，あるいは

事実上何の勧告も行わずにすませるしかなかった，と'"。

乙のように見てくれば，スピーナムランド制度の運命もおのずと明らかにな

る。 nS34年王立救貧法調査委員会報告」付録の文書調査結果をさしあたりブ

ローグの整理にしたがって見ても，賃金補助手当一般の支給でさえ調査教区の

約 1割でしか行われていない叩。スピーナムラ γ ド制度は，もはやその存在す

ら疑わしい4のになっていたといえよう。

おわりに

本稿の分析によって明らかになったのは次の諸点である。

〔ー〕月ピーナムランド制度の成立と展開の過程を分析するにあたって，土

地所有の利害を，その狭い経済的利害すなわち地代獲得に限定して Lまっては

事態は正確に把握されえない。それは救貧法全体の理解についても同様であろ

う。スピ ナムランド制度が成立した時期における土地所有の利害は，むしろ

地域的支配者としての自らの地位を保持することにあり，それに支えられた理

念を体現するものとしてのバターナリズムがスビーナムランド制度を生みだし

たひとつの基礎なのである。

〔二]スピ ナムランド制度が成立した時期の土地所有者の理念は，客観過

¥、do.，"Speenhamland in Berkshire." pp. 112-113 

28) メークシアでこの時期実際に採られていた労働能力者救済策について触れておけば，まず，す
でに示した従来からの一時的手当や多子家族に対する児定手当白支給はある程度継続して行われ
ていたと，'a，われる c d めid.，pp. 107-108それに加えて，道路の補修や清司需 品市に監〈砂矛j

の採取などの教区による公共事業への賞民の雇用やラウンスマン制度，それから発展した「労働
税]auourrateJ (その般的内容については， cf. Webb， S. and B.， English Local Government 

English Poor Law History. Part 1: The Old Poor Laω" Londoll， 1927， pp. 193-196.)あ

るし、は貫民への小耕地町貸し付けなどの諸方策がかなりり教区℃試みbれた。しかし，留意すべ

きは，それらは何よりも皆働を通じた韓民の性格矯正を目的としたものであったという点であ
る。 cf.Neuman， Tke SPeenhamland Cc同 ty，pp. 183-190 

29】 Cf.Blaug， ot. cit.， pp. 236-237 
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程にむ しろ逆行Lてパターナリスムをより強固なものとしてとらえたように，

一見したところ従来よりも積極的な形で現れた。その積極性のゆえに，スピー

ナムランド制度は「旧救貧法」攻撃の際の格好の標的となり，そうなることに

よって「新救貧法」を準備したのである。その意味で， λ ピーナムランド制度

は極めてパヲドキシカノレな存在であった。

〔三〕スピーナムヲンド制度はたんに，利潤という資本家的借地農の利宮J

あるいは地代という土地所有の狭い経済的利害のみを代表してはいな"uその

ようないずれしかの利害の所産とする見万はあまりに一面的であろう。それは，

fつわわれのいう意味での「妥協」の産物なのである。

〔四〕ユピーナムランド制度が「広汎に展開された」という通説的理解は3

「旧主主貧法」廃止のためにする議会報告等にもとついたものであろう。そのよ

うな議論は当時の情況を無視した予断といわねばなるまい。

以上総じて，スビーブムラ γ ド制度あるいは投貧法全体をとらえるにあたっ

ては，本源的蓄積という大きな過程の上にのせなければその真の姿は見えてこ

ないのである。

さて， ~1834年王立救貧法調査委員会報告Jl~O) が，7-ピーナムランド制度を

30) ハモンド夫妻らの研究は， このいわゆる n834守一報告~ (以下『報告』とのみ記す〕の議論そ

のものにほぼ全面的に立脚していた。それに対して近年の研究は， w報告』のとりわけ現状分析

にあたる部分 (r法の運用J)が現実の的確な正志識にもとづし、たものであるか，あるいは少なくと

も委員会自身白調査結果(てのうちの質問票による文書調査への回答が「報告』の膨ょた「付

録」として収められている〉を十分占まえたものであるかどうかをひとつの亘要な論点として進

められてきたといってよかろう。その鴨うだとなったのがフローグの論文であり〔彼の研究の目的

自体が『報告』に論駁することであった〕ヲ それJ;J降り研究においては，彼の提示した個個。論

点への賛否は別として， w報告』の現状分析にはかなりの誇張がある，または少なくともそれは

十分当を得たものではなかったという，プロ グとほぼ之島調を合わせた見解が主流を占めつつあ
る(こ白点については，原剛「新救貧法をめぐる英国における世近の研究JW社会経済史主主』第42

巻第2号， 1976年， 70-76ベージ参作的u この上うな研究動向に異議を唱えたのがK ウィりアム

スであ与が，彼自研究は，プローグ以来はじめて委員会の調査結果を本格的に分析しj それにも
とづいて『報告』の且地を擁護するものであるという点で注目に値する~ cf. W山山田， K.，From 
Pa坤erismto Poverty， London， 1981， pp. 31-56， 151-155ーしか L，現在までのところでは， ウ

ィリアムスの反論も近年り諸研究の結論乞ゆるがすような議論をよびおよすには宝っ ζいない。

その点およびウィリアムズの研究の評価については，さしあたり， cf. Marshall， 1. D.， The Qld 

Poor Law 1795-1834. second edition， London， 1986， pp. 18-23， 47-48 わが国においては，

以上のような問題に正聞から取り組んだ硯究は，管見するかぎり，伊部英男氏り業績以外にはノ
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中心とした賃金補助制度等の「労働能力ある貧民」に対する院外救済を救貧法

の「濫用の最大の源泉J3D であると宣言したことはよく知られている。しかし，

スピーナムランド制度はそれ以前に事実上の終鷲をむかえていたのであるロだ

が，わずかの同ではあれ，それが輝いた時期があった。それは，いわば燃えつ

きょうとするがゆえに逆に従来よりも積極的なものとなった旧土地所有の理念

の最後のきらめきであった。見ピーアムフ Y ド肯度が，本源的蓄積を下支えし

てきた「旧救貧法」の最後の光さだったとすれば，それを否定することによっ

て成立Lた「新救貧法」は，本源的蓄積の終了宣言だったのである。

0987. 6. 25) 

¥これまで現れていない。伊部英男『新救貧法成立史論』至誠堂， 1979年，参照崎最近，独自の視

角からするイギリス粒質生史の措築を試みられた士沢真理民医あっても『報告」の議論それ自体
については精樹な分析を行勺ておられるが，その議論白妥当性いかんという問題は視野り外にお

かれている。大沢真理『イギリ久社会政晴史救貧法と恒祉国家』東京大学出版会， 1986眠り

とりわ日第二章参照。『報告』が救首法に関する諸問題について，何を，どのようにとらえたか，
あるいはとらえなかったか，そしじそのζ ととの関連において. w報告』が提起した救貧法改

革案が現実にいかなる意味をもったかを，欧米の研究にも学びつつ. w報告』の議論を委員会自

身の調査結呆ならびに地域における賞民法済由実践と照らしあわせるという作業を通じて明らか

にすること，これがわれわれに残ぎれた今挫の課題であろう。
31) Report from His Majesty's Commissioners /or Inquiring四初 theAdministration and 

Practical Oteration 01 the Poor Laws， 1834， XXVII. p. B 


